
草津市スマートシティ社会実装アドバイザー設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、総合計画の推進にあたり、市民一人ひとりに寄り添ったサービス

の提供を通じたウェルビーイングの向上を図るため、スマートシティ（様々な課題の

解決や新たな価値の創出を目指して、新技術や官民各種のデータを有効に活用した各

種分野におけるマネジメントが行われ、社会、経済、環境の側面から、現在および将

来にわたって、人々により良いサービスや生活の質を提供する都市または地域をい

う。）の取組について具体的な社会実装を推進することを目的に、スマートシティ社

会実装アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）を設置し、その取扱いに関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 アドバイザーは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第

３号に規定する非常勤の特別職とする。 

（委嘱） 

第３条 アドバイザーは、地域課題の解決や市民ニーズに対応した様々なサービスの提

供などの取組の具体的な社会実装について広い識見を持ち、地方自治体におけるウェ

ルビーイング政策に精通した者のうちから市長が委嘱する。 

（職務） 

第４条 アドバイザーは、総合計画において、地域課題の解決や市民ニーズに対応した

様々なサービスの提供などの取組の具体的な社会実装に関連する業務に関する職務

を行う。 

（服務） 

第５条 アドバイザーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。 

(2) 市の不名誉となる行為を行わないこと。 

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。 

(4) 誠実かつ公正に勤務すること。 

(5) 草津市職員倫理規程（平成１３年草津市訓令第３号）の規定に準じて倫理を保

持すること。 

（報酬および費用弁償） 



第６条 アドバイザーには、報酬を支給するものとし、報酬の額は、草津市特別職の職

員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１年草津市条例第２０

号。以下この条において「報酬条例」という。）別表の規定により、予算の範囲内で

市長が定める。 

２ アドバイザーが公務のために旅行するときは、報酬条例第２条の規定により、行政

委員会の長等に準ずる者の費用弁償として旅費を支給する。 

（解任） 

第７条 アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、市長はこれを解任する

ことができる。 

(1) 勤務成績が良くない場合 

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えない場合 

(3) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

(4) 職の改廃または予算の減少により廃職等を生じた場合 

(5) 刑事事件に関し起訴された場合 

(6) 第５条に定める服務に違反したと認められる場合 

（災害補償） 

第８条 アドバイザーの公務上の災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例（昭和４２年草津市条例第３２号）の規定により補償する

ものとする。 

（細則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和７年２月１０日から施行する。 

 


